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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁板と、前記絶縁板の第１の面に設けられた回路板と、前記第１の面とは反対側にあ
る第２の面に設けられた金属板とを有する、積層基板と、
　前記積層基板に対向して設けられ、金属層を有する配線基板と
　を備え、
　前記絶縁板は、前記回路板の外周側端部よりも外周側に延出して設けられ、
　前記金属層は、前記回路板の前記外周側端部と重なる領域を有し、且つ、前記回路板の
前記外周側端部よりも外周側に延出して設けられ、
　前記配線基板は、前記金属層から前記積層基板の方向に突出する少なくとも１つの金属
突起をさらに備え、
　前記金属突起は、少なくとも一部が前記回路板の外周側端部よりも外周側に位置してい
る
　半導体モジュール。
【請求項２】
　前記金属層は、前記回路板の前記外周側端部よりも外周側に延出する長さが２ｍｍ以下
である
　請求項１に記載の半導体モジュール。
【請求項３】
　前記金属突起は、前記回路板の端部と重なる領域を有する
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　請求項１または２に記載の半導体モジュール。
【請求項４】
　互いに分離された複数の前記回路板を有し、
　前記金属突起は、少なくとも一部が前記回路板の内周側端部よりも内周側に位置してい
る
　請求項１から３のいずれか一項に記載の半導体モジュール。
【請求項５】
　印加される電圧がそれぞれ異なる、互いに分離された複数の前記回路板を有し、
　複数の前記回路板のうち、より高い電圧が印加される前記回路板に対向して配置された
前記金属層に、前記金属突起が設けられている
　請求項１から４のいずれか一項に記載の半導体モジュール。
【請求項６】
　印加される電圧がそれぞれ異なる、互いに分離された複数の前記回路板を有し、
　前記金属板には、複数の前記回路板のそれぞれの内周側端部と対向する領域に開口が形
成されている
　請求項１から５のいずれか一項に記載の半導体モジュール。
【請求項７】
　前記金属板は、複数の前記回路板に対応して、複数配置されている
　請求項６に記載の半導体モジュール。
【請求項８】
　前記絶縁板は、分離または開口されず連続して設けられた平板状である
　請求項６または７に記載の半導体モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体モジュールに関する。
【０００２】
　高電圧を印加する半導体モジュールの内部において、積層基板上に半導体素子が載置さ
れる。積層基板は、セラミックスなどで構成される絶縁板と、絶縁板のおもて面に設けら
れる回路板と、絶縁板の裏面に設けられる金属板とを有する。回路板上には、半導体素子
が載置される。半導体素子に高電圧が印加されることに伴い、回路板にも高電圧が印加さ
れる。特に、回路板の端部は、回路板の他の部分と比較して高い電界強度がかかる。従来
、回路板の端部における電界強度を緩和するために、セラミックス層の端部と回路板の端
部との間隔を、セラミックス層の端部と金属板の端部との間隔よりも小さくしていた（例
えば、特許文献１参照）。
［先行技術文献］
［特許文献］
　［特許文献１］　特開２００２－２７０７３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本願では、高電圧を印加する半導体モジュールにおいて、新規な構成を採用することに
より、半導体素子が載置される回路板における電界強度を従来よりも緩和する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様においては、絶縁板と、絶縁板の第１の面に設けられた回路板と、
第１の面とは反対側にある第２の面に設けられた金属板とを有する、積層基板と、積層基
板に対向して設けられ、金属層を有する配線基板とを備え、絶縁板は、回路板の外周側端
部よりも外周側に延出して設けられ、金属層は、回路板の外周側端部と重なる領域を有し
、且つ、回路板の外周側端部よりも外周側に延出して設けられる半導体モジュールを提供
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する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】第１の実施例における半導体モジュール１００の断面模式図を示す図である。
【図２】図２（ａ）～（ｃ）は、第１の実施例において電界強度を緩和する原理を説明す
るための図である。
【図３】第２の実施例における半導体モジュール１１０の断面模式図を示す図である。
【図４】図４（ａ）および（ｂ）は、第２の実施例において電界強度を緩和する原理を説
明するための図である。
【図５】第３の実施例における半導体モジュール１２０の断面模式図を示す図である。
【図６】積層基板１０、積層基板１２および積層基板１３の上面図である。
【図７】図７（ａ）および（ｂ）は、半導体モジュール１３０の通電状態およびオフ状態
を示す図である。
【図８】図８（ａ）および（ｂ）は、半導体モジュール１３０の通電状態を示す拡大図で
ある。
【図９】金属層５４の外周側端部における延出する長さと電位分布との関係を示す図であ
る。
【図１０】外周側端部の延出する長さと角部の電界強度の比率とを示すグラフである。
【図１１】図１１（ａ）～（ｃ）は、金属突起６０の突出長さと外周側端部における電位
分布との関係を示す図である。
【図１２】金属突起６０の突出長さと外周側端部における角部の電界強度の比率とを示す
グラフである。
【図１３】図１３（ａ）～（ｃ）は、金属突起６０の突出長さと内周側端部における電位
分布との関係を示す図である。
【図１４】金属突起６０の突出長さと内周側端部における角部の電界強度の比率とを示す
グラフである。
【図１５】図１５（ａ）～（ｃ）は、金属板１８を分割しない場合と金属板１８を分割す
る場合とにおける角部の電界強度の比率を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【０００７】
　図１は、第１の実施例における半導体モジュール１００の断面模式図を示す図である。
本例の半導体モジュール１００は、積層基板１０と、積層基板１３と、積層基板１０およ
び積層基板１３に対向して設けられた配線基板５０とを備える。半導体モジュール１００
は、積層基板１０および積層基板１３ならびに配線基板５０を封止する樹脂９０を有する
。樹脂９０は、例えば、エポキシ系樹脂である。
【０００８】
　積層基板１０は、絶縁板１４と、回路板１６と、金属板１８とを有する。絶縁板１４は
平板状であり、主面である第１の面２０と、第１の面２０とは反対側にある第２の面２２
を有する。絶縁板１４の第１の面２０に回路板１６が設けられており、第２の面２２に金
属板１８が設けられている。回路板１６および金属板１８は、例えば、銅（Ｃｕ）やアル
ミニウム（Ａｌ）などで構成されている。
【０００９】
　絶縁板１４は、例えば、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮｘ）また
は酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）の焼結体である。絶縁板１４の外周側端部２４は、回
路板１６の外周側端部２６よりも外周側に延出して設けられる。なお、本明細書において
「外周側端部」とは、各構成部材において、半導体モジュール１００の外周側に位置する
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端部のことである。
【００１０】
　本例において、積層基板１０と積層基板１３とは、それぞれ個別の絶縁板１４を有する
。つまり、積層基板１０の絶縁板１４と積層基板１３の絶縁板１４とは分離されている。
なお、積層基板１０および積層基板１３の絶縁板１４は、別個としなくともよい。つまり
、積層基板１０および積層基板１３の絶縁板１４は、共通の絶縁板１４としてもよい。こ
の場合、積層基板１０と積層基板１３との境界に開口を設けてもよい。
【００１１】
　回路板１６は、回路パターンを有する金属層である。回路板１６の回路パターンは、複
数の外部端子４０と、複数の導電性接着層３２と、複数の導電ポスト３４とを電気的に接
続する。
【００１２】
　金属板１８は、矩形形状のおもて面および裏面を有する。金属板１８のおもて面は絶縁
板１４の第２の面２２に接する。金属板１８の裏面は、樹脂９０に覆われず、半導体モジ
ュール１００の外部に露出している。金属板１８は、半導体素子３０から発生した熱を、
半導体モジュール１００の外部に放出する機能を有している。
【００１３】
　回路板１６には、複数の導電性接着層３２を介して複数の半導体素子３０が載置される
。複数の半導体素子３０は、スイッチング機能を有する第１の半導体素子３０‐１と、整
流機能を有する第２の半導体素子３０‐２とを含む。
【００１４】
　第１の半導体素子３０‐１は、例えば、ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂ
ｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）またはパワーＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉ
ｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
）である。また、ＩＧＢＴおよびパワーＭＯＳＦＥＴは、シリコン（Ｓｉ）や炭化ケイ素
（ＳｉＣ）、窒化ガリウム（ＧａＮ）などの基板に形成されている。第１の半導体素子３
０‐１は、例えば、ＳｉＣに形成されたパワーＭＯＳＦＥＴである。
【００１５】
　第２の半導体素子３０‐２はダイオードであり、例えば、ＰＮダイオードやショットキ
ーバリアダイオード（Ｓｃｈｏｔｔｋｙ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｄｉｏｄｅ：ＳＢＤ）である
。本例において、第２の半導体素子３０‐２はＳＢＤである。
【００１６】
　積層基板１０には複数の半導体素子３０が載置される。複数の半導体素子３０の裏面に
ある一の電極（例えばドレイン電極やカソード電極）は、回路板１６を介して、外部端子
４０－１に電気的に接続される。また、複数の半導体素子３０のおもて面にある他の電極
（例えばソース電極やゲート電極、アノード電極）は、複数の導電ポスト３４を介して、
配線基板５０に電気的に接続される。
【００１７】
　積層基板１３には、半導体素子３０が載置されない。積層基板１３の回路板１６は、半
導体モジュール１００内部の配線の機能を有している。本例では、積層基板１３の回路板
１６は、例えば、ソース配線の機能を有する。積層基板１３の回路板１６は、複数の導電
ポスト３４を介して金属層５４に電気的に接続される。また、積層基板１３の回路板１６
は、外部端子４０－２に電気的に接続される。
【００１８】
　外部端子４０は、樹脂９０から外部に導出されている。外部端子４０は、配線基板５０
に設けられた孔を貫通する。外部端子４０は、配線基板５０には電気的に接続しない。つ
まり、外部端子４０は、配線基板５０における金属層５４にも金属層５８にも電気的に接
続しない。
【００１９】
　半導体モジュール１００の通電状態（オン状態）において、積層基板１０の回路板１６
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に接続する外部端子４０－１は、半導体モジュール１００のドレイン端子として機能する
。これに対して、積層基板１３の回路板１６に接続する外部端子４０－２は、半導体モジ
ュール１００のソース端子として機能する。すなわち、半導体モジュール１００の動作時
において、外部端子４０－１は、外部端子４０－２よりも高い電圧が印加される。
【００２０】
　半導体モジュール１００の通電状態（オン状態）において、複数の外部端子４０の間に
電流が流れる。例えば、外部端子４０－１、積層基板１０の回路板１６、導電性接着層３
２、半導体素子３０、積層基板１０の側の導電ポスト３４、配線基板５０の金属層５４、
積層基板１３の側の導電ポスト３４、積層基板１３の回路板１６、および外部端子４０－
２の順に電流が流れる。なお、通電時においても、金属板１８は常に低電位となる。本例
の金属板１８は、接地電位（０Ｖ）である。
【００２１】
　配線基板５０は、例えば、プリント基板である。本例の配線基板５０は、基部５２と、
金属層５４と、金属層５８とを有する。複数の積層基板１０および１３に対向する基部５
２の面に、金属層５４が設けられている。また、金属層５４が設けられた基部５２の面と
は反対側の面に、金属層５８が設けられている。配線基板５０は、外部端子４０を貫通さ
せるための複数の孔を有する。金属層５４および金属層５８は、外部端子４０を通すため
の複数の孔を有してもよいし、当該複数の孔を塞ぐ位置には設けないようにしてもよい。
【００２２】
　基部５２は絶縁体である。金属層５４および金属層５８は、回路パターンを有する金属
層である。金属層５４は、半導体モジュール１００内部のソース配線の機能を有し、積層
基板１３の回路板１６に、導電ポスト３４を経由して接続される。金属層５８は、半導体
モジュール１００内部のゲート配線の機能を有し、図示しないゲート用の外部端子４０に
接続される。また、金属層５４は、第１の半導体素子３０－１のおもて面のソース電極、
及び第２の半導体素子３０－２のおもて面のアノード電極に、導電ポスト３４を経由して
接続されている。さらに、金属層５８は第１の半導体素子３０－１のおもて面のゲート電
極に、導電ポスト３４を経由して接続されている。
【００２３】
　図１に示すように、本例では、金属層５４は、回路板１６の外周側端部２６と重なる領
域を有し、且つ、回路板１６の外周側端部２６よりも外周側に延出して設けられている。
【００２４】
　本例における回路板１６および金属層５４の構成により、絶縁板１４の外周側端部２４
と回路板１６の外周側端部２６との間の等電位線の間隔は、従来よりも疎になる。これに
より、回路板１６の外周側端部２６における電界強度を緩和することができる。
【００２５】
　また、本例において、積層基板１０と積層基板１３とは、それぞれ別個の金属板１８を
有する。これにより、絶縁板１４の内周側端部２５と回路板１６の内周側端部２７との間
の等電位線の間隔は、積層基板１０の金属板１８と積層基板１３の金属板１８とを共通に
する場合よりも疎になる。したがって、回路板１６の内周側端部２７における電界強度を
緩和することができる。
【００２６】
　図２（ａ）～（ｃ）は、第１の実施例において電界強度を緩和する原理を説明するため
の図である。図２（ａ）～（ｃ）は、図１の積層基板１０における回路板１６の外周側端
部２６を拡大した部分拡大図である。なお、図２（ａ）～（ｃ）の等電位線は、等電位線
のおよその傾向を示す線である。
【００２７】
　図２（ａ）は、第１の実施例において配線基板５０を設けない場合の等電位線を示す図
である。図２（ｂ）は、第１の実施例において配線基板５０を設け、配線基板５０の金属
層５４の外周側端部５６の位置と、回路板１６の外周側端部２６の位置とを一致させた場
合の等電位線を示す図である。図２（ｃ）は、第１の実施例の等電位線を示す図である。
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【００２８】
　半導体モジュール１００の通電状態（オン状態）および非通電状態（オフ状態）の両方
において、積層基板１０の回路板１６には高電圧がかかる。本例では、回路板１６には、
約３．３ｋＶが印加されるものとする。なお、ｋは１０の３乗を意味する。これに対して
、金属板１８は接地されるので、金属板１８の電位は０Ｖである。なお、回路板１６は、
金属層全体において等しい電位を有する。同様に、金属板１８も、金属層全体において等
しい電位を有する。
【００２９】
　絶縁板１４の内部において、電位は、第１の面２０における約３．３ｋＶから第２の面
２２における０Ｖまで、連続的に変化する。本例では、３．３ｋＶから０Ｖまでを５５０
Ｖ間隔で区切った５本の等電位線を模式的に示す。
【００３０】
　図２（ａ）に示す様に、配線基板５０を設けない場合には、等電位線は回路板１６の外
周側端部２６を囲むように位置する。回路板１６の外周側端部２６と絶縁板１４の外周側
端部２４との間から、外部へと延びる等電位線は、外周側端部２６と略平行に鋭く立ち上
がる。鋭く立ち上がった等電位線は、回路板１６のおもて面側に回り込む。
【００３１】
　隣接する等電位線の間隔が狭いほど電界強度は高い。図２（ａ）に示す様に、回路板１
６の外周側端部２６における下側の角部３６では、等電位線が最も密になる。それゆえ、
回路板１６の角部３６では、局所的に電界強度が高くなる。
【００３２】
　回路板１６の角部３６の電界強度が高くなると、角部３６から部分放電が発生し得る。
そして、角部３６からの部分放電により、角部３６と接する絶縁板１４が劣化すると、絶
縁板１４が絶縁破壊する可能性が有る。この場合、半導体モジュール１００は予め設計さ
れた通りには機能しなくなる。それゆえ、絶縁板１４の絶縁性を担保することは重要であ
る。絶縁板１４の絶縁性を担保するべく、回路板１６の角部３６における電界強度を緩和
することが重要となる。
【００３３】
　また、図２（ｂ）において、角部３６における電界強度は、回路板１６のおもて面側へ
の等電位線の回り込みが抑制された分、図２（ａ）の場合よりは緩和される。しかしなが
ら、図２（ａ）と同様、等電位線は外周側端部２６と略平行に立ち上がっているため、角
部３６での電界強度の集中は完全には緩和されない。
【００３４】
　一方、図２（ｃ）に示す様に、金属層５４の外周側端部５６を、回路板１６の外周側端
部２６よりも外周側に延出させた場合、等電位線は金属層５４を避けて外周側に追い出さ
れる。これにより、回路板１６の角部３６における電界強度は、図２（ｂ）の場合よりも
さらに緩和され、角部３６からの部分放電を防止することができる。なお、回路板１６の
内周側端部２７における角部においても、同様に電界強度が緩和される。なお、本明細書
において「内周側端部」とは、積層基板１０や積層基板１３において、半導体モジュール
１００の内周側に位置する端部のことである。
【００３５】
　図３は、第２の実施例における半導体モジュール１１０の断面模式図を示す図である。
本例の半導体モジュール１１０は、配線基板５０に少なくとも１つの金属突起６０を有す
る。係る点が、第１の実施例と異なる。他の点は、第１の実施例と同じである。
【００３６】
　金属突起６０は、金属層５４から積層基板１０の方向に突出して設けられる。そして、
金属突起６０は、少なくとも一部が回路板１６の外周側端部２６よりも外周側に位置して
いる。配線基板５０は、複数の金属突起６０を備えていてもよい。
【００３７】
　金属突起６０は、回路板１６の外周側端部２６と重なる領域を有してもよい。また、絶
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縁板１４の平面と垂直な方向から見て、金属突起６０の外周側端部６６の位置と、絶縁板
１４の外周側端部２４の位置とを一致させてもよい。これらの様子を図中点線で示す。例
えば、金属層５４の最外周を折り曲げることにより、金属層５４と金属突起６０と一体で
形成することができる。
【００３８】
　なお、図３に示すように、追加の金属突起６０が、回路板１６の内周側端部２７よりも
、内周側に設けられていてもよい。言い換えると、追加の金属突起６０は、当該回路板１
６から見て外周側に設けられていてもよい。これにより、回路板１６の内周側端部２７に
おける角部の電界強度が緩和される。
【００３９】
　本例の半導体モジュール１１０において、積層基板１０の回路板１６と積層基板１３の
回路板１６は、動作時に印加される電圧がそれぞれ異なる、互いに分離された複数の回路
板である。具体的には、積層基板１０の回路板１６に印加される電圧は、積層基板１３の
回路板１６に印加される電圧よりも高い。この場合、高電圧側の積層基板１０の回路板１
６に対向する位置に配置された金属層５４にのみ、金属突起６０を設けてもよい。これに
より、高電圧側の回路板１６の角部の電界強度を緩和しつつ、金属突起６０の加工負担を
減らすことができる。
【００４０】
　図４（ａ）および（ｂ）は、第２の実施例において電界強度を緩和する原理を説明する
ための図である。図４（ａ）および（ｂ）は、図３における積層基板１０の回路板１６の
外周側端部２６を拡大した部分拡大図である。
【００４１】
　図４（ａ）は、金属突起６０を設けない第１の実施例における、回路板１６の外周側端
部２６付近の等電位線を示す図である。図４（ｂ）は、第２の実施例における、回路板１
６の外周側端部２６付近の等電位線を示す図である。図４（ｂ）に示すように、図４（ａ
）と比較して、金属突起６０は等電位線をより外周側に追い出すことができる。これによ
り、外周側端部２６における角部３６の電界強度がさらに緩和される。なお、回路板１６
の内周側端部２７における角部においても、同様に電界強度が緩和される。
【００４２】
　図５は、第３の実施例における半導体モジュール１２０の断面模式図を示す図である。
本例の半導体モジュール１２０は、分離または開口されず連続して設けられた平板状の絶
縁板１４を有する。係る点で、第２の実施例と異なる。他の点は、第２の実施例と同じで
ある。
【００４３】
　本例において、積層基板１０は、動作時に印加される電圧がそれぞれ異なる、互いに分
離された複数の回路板１６‐１および１６‐２を有する。また、積層基板１０は、複数の
回路板１６に対応した複数の金属板１８‐１および１８‐２を有する。言い換えると、金
属板１８には、複数の回路板１６のそれぞれの内周側端部２７と対向する領域に、開口１
９が形成されている。
【００４４】
　当該構成においても、第１の実施例および第２の実施例と同様の効果を有する。つまり
、回路板１６の外周側端部２６における電界強度を緩和することができる。また、回路板
１６の内周側端部２７における電界強度を緩和することもができる。
【００４５】
　図６は、積層基板１０、積層基板１２および積層基板１３の上面図である。積層基板１
０および１３は、第１から第３の実施例における積層基板１０および１３に対応する。本
例では、積層基板１２を追加した。積層基板１２には、半導体素子３０が載置されない。
本例では、積層基板１２の回路板１６は、ゲート配線および補助ソース配線の機能を有す
る。
【００４６】
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　図６における同一の記号は同じ端子、電極または素子等を意味する。それゆえ、図６の
全ての記号に符号を付してはいない。
【００４７】
　積層基板１０に設けられる半導体素子３０は、スイッチング機能を有する第１の半導体
素子３０‐１と、整流機能を有する第２の半導体素子３０‐２である。
【００４８】
　外部端子４０は、二重丸で示す。また、導電ポスト３４は、外部端子４０よりも小さな
丸で示す。導電ポスト３４は、第１の半導体素子３０‐１および第２の半導体素子３０‐
２上にも設けられる。
【００４９】
　図７（ａ）および（ｂ）は、電位分布のシミュレーションを行うべくモデル化された半
導体モジュール１３０を示す図である。図７（ａ）および（ｂ）以降では、積層基板１０
、１２および１３の回路板１６の端部における電位分布を示す。なお、半導体素子３０、
導電ポスト３４、外部端子４０、ならびに、配線基板５０の基部５２および金属層５８等
は、シミュレーションにおいて用いていない。それゆえ、これらの部材の影響はシミュレ
ーションにおいて考慮されていない。なお、金属突起６０は図１１（ａ）～図（ｃ）から
図１４までのシミュレーションにおいて用いられる。
【００５０】
　積層基板１２を追加したことに伴い、積層基板１０の回路板１６の端部のうち積層基板
１２の側の端部を第１の端部２８とし、積層基板１０の回路板１６端部のうち積層基板１
３の側の端部を第２の端部２９とした。
【００５１】
　図７（ａ）は、半導体モジュール１３０の通電状態（オン状態）を示す。本例では、積
層基板１３の回路板１６はソース配線である。積層基板１０の回路板１６はドレイン配線
である。また、積層基板１２の回路板１６は補助ソース配線であり、積層基板１２上のゲ
ート配線については図示および説明を省略する。オン状態では、積層基板１３のソース配
線および積層基板１２の補助ソース配線は共に、３３００Ｖの電圧が印加されている。ま
た、ソース配線として機能する配線基板５０の金属層５４も、３３００Ｖの電圧が印加さ
れている。積層基板１０のドレイン配線は３３０３Ｖであるとする。なお、金属板１８は
接地されているので０Ｖである。
【００５２】
　これに対して、図７（ｂ）は、半導体モジュール１３０の非通電状態（オフ状態）を示
す。本例では、オフ状態において、積層基板１３のソース配線および積層基板１２の補助
ソース配線は共に、３Ｖの電圧が印加されている。また、配線基板５０の金属層５４も、
３Ｖの電圧が印加されている。一方、積層基板１０のドレイン配線は、オン状態と同様に
３３０３Ｖであるとする。なお、金属板１８はオフ状態においても０Ｖである。
【００５３】
　シミュレーションにおいて、回路板１６および金属板１８は、どちらも厚さ１ｍｍの銅
板とした。また、配線基板５０の金属層５４は、厚さ０．２ｍｍの銅箔とした。各積層基
板の絶縁板１４は、厚さ０．６３５ｍｍの窒化アルミニウムとした。樹脂９０は、エポキ
シ樹脂とした。また、樹脂９０は、各構成物を０．８ｍｍの厚みで覆うとした。
【００５４】
　積層基板１０の絶縁板１４と積層基板１２の絶縁板１４とは、３ｍｍ離間しているとし
た。同様に、積層基板１０の絶縁板１４と積層基板１３の絶縁板１４とは、３ｍｍ離間し
ているとした。また、各絶縁板１４の端部は、回路板１６の端部よりも１ｍｍ突出し、金
属板１８の端部よりも１ｍｍ突出するとした。また、各積層基板の回路板１６と、配線基
板５０の金属層５４との間隔は、１．５５ｍｍとした。
【００５５】
　図８（ａ）および図８（ｂ）は、オン状態での電位分布を示す図である。図８（ａ）は
、図７（ａ）の積層基板１３の外周側端部２６付近を示す拡大図である。図８（ｂ）は、
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図７（ａ）の積層基板１３と積層基板１０との間を示す拡大図である。なお、絶縁板１４
中の等電位線は、図８（ａ）と図８（ｂ）との間でつながっている。なお、図８（ａ）お
よび図８（ｂ）において積層基板１２は図示されていない。
【００５６】
　なお、図８（ｂ）においては、金属層５４は、回路板１６の外周側端部２６と重なる領
域を有する。しかし、金属層５４は、回路板１６の外周側端部２６よりも外周側に延出し
ていない。
【００５７】
　図９（ａ）～（ｄ）は、絶縁板１４の第１の面２０と垂直な方向から見て、金属層５４
の外周側端部５６が外周側に延出する長さと、電位分布との関係を示す図である。図９（
ａ）～（ｄ）は、オン状態における積層基板１３の端部付近の拡大図である。金属層５４
の外周側端部５６が、回路板１６の外周側端部２６よりも外周側に延出する長さを変化さ
せた。延出する長さは、図９（ａ）では０ｍｍ、図９（ｂ）では１ｍｍ、図９（ｃ）では
２ｍｍ、図９（ｄ）では２．３ｍｍとした。なお、図９（ａ）は図８（ｂ）に対応する。
【００５８】
　図９（ａ）～図９（ｄ）から明らかなように、金属層５４の外周側端部５６が、回路板
１６の外周側端部２６よりも外周側に延出するほど、より外周側に等電位線は追い出され
る。これにより、回路板１６の外周側端部２６の角部３６の電界強度は緩和される。
【００５９】
　図１０は、金属層５４の外周側端部５６の延出する長さと、角部３６の電界強度の比率
との関係を示すグラフである。図１０は、図９（ａ）～図９（ｄ）の結果を定量的に示し
たグラフである。延出する長さ０ｍｍは、図９（ａ）に対応する。電界強度は、延出する
長さが０ｍｍである場合を１００％としている。
【００６０】
　延出する長さが１ｍｍである場合、角部３６の電界強度は、延出する長さが０ｍｍであ
る場合の９４．２５％となった。延出する長さが２ｍｍである場合、角部３６の電界強度
は、延出する長さが０ｍｍである場合の８６．２１％となった。延出する長さが２．３ｍ
ｍである場合、角部３６の電界強度は、延出する長さが０ｍｍである場合の８５．０６％
となった。この結果から、金属層５４の外周側端部５６を、回路板１６の外周側端部２６
よりも外周側に延出して設けることにより、角部３６－１での電界強度が緩和されること
が明らかとなった。また、金属層５４の延出する長さを２ｍｍ以上にすると、積層基板１
３よりも配線基板５０がかなり大きくなる。そのため、半導体モジュール１００自体の大
きさへの、配線基板５０の影響が無視できなくなる。そこで、金属層５４の延出する長さ
は２ｍｍ以下にすると、半導体モジュール１００を必要以上に大きくしなくても良いため
、特に良い。
【００６１】
　図１１（ａ）～図１１（ｃ）は、金属突起６０の突出長さと外周側端部２６における電
位分布との関係を示す図である。図１１（ａ）～図１１（ｃ）は、オン状態における積層
基板１３の端部付近の拡大図である。金属層５４は回路板１６の外周側端部２６よりも外
周側に２ｍｍ延出している。図１１（ａ）は、金属突起６０を設けない場合である。図１
１（ｂ）は、金属突起６０を積層基板１３の方向に０．５ｍｍ突出させた場合である。図
１１（ｃ）は、金属突起６０を積層基板１３の方向に０．７ｍｍ突出させた場合である。
なお、図１１（ａ）は、図９（ｃ）に対応する。
【００６２】
　図１２は、金属突起６０の突出長さと外周側端部２６における角部３６の電界強度の比
率とを示すグラフである。図１２は、図１１（ａ）～（ｃ）の結果を定量的に示したグラ
フである。金属突起６０の突出する長さが０ｍｍである場合は、図１１（ａ）に対応する
。電界強度は、突出する長さが０ｍｍである場合を１００％としている。
【００６３】
　突出する長さが０．５ｍｍである場合、角部３６の電界強度は、突出する長さが０ｍｍ
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である場合とほぼ等しい値（＝１００％）である。一方、突出する長さが０．７ｍｍであ
る場合、角部３６の電界強度は、延出する長さが０ｍｍである場合の９６％となった。こ
のように金属突起６０の突出する長さを長くすることにより、外周側端部２６の角部３６
における電界強度の緩和の効果が確認された。なお、金属突起６０の突出する長さが０．
５ｍｍより大きい場合には、角部３６の電界強度の緩和の効果を生じさせることができる
。
【００６４】
　図１３（ａ）～（ｃ）は、金属突起６０の突出長さと積層基板１３の回路板１６の内周
側端部２７における電位分布との関係を示す図である。図１３（ａ）～（ｃ）は、積層基
板１０の第２の端部２９と積層基板１３の内周側端部２７との付近を拡大して示す。なお
、図１３（ａ）、（ｂ）および（ｃ）はオン状態を示した図である。そして、図１３（ａ
）は、金属突起６０を設けない場合である。図１３（ｂ）は、積層基板１３と積層基板１
０との間において、金属突起６０を金属層５４から積層基板１３の方向に０．５ｍｍ突出
させた場合である。図１３（ｃ）は、金属突起６０を積層基板１３の方向に０．７ｍｍ突
出させた場合である。
【００６５】
　図１４は、金属突起６０の突出長さと、積層基板１３の回路板１６の内周側端部２７に
おける角部３６の電界強度の比率との関係を示すグラフである。図１４は、図１３（ａ）
～（ｃ）の結果を定量的に示したグラフである。電界強度は、図１３（ａ）における突出
する長さが０ｍｍである場合を１００％としている。
【００６６】
　突出する長さが０．５ｍｍである場合、角部３６の電界強度は、突出する長さが０ｍｍ
である場合の９７．４０％となった。突出する長さが０．７ｍｍである場合、角部３６の
電界強度は、延出する長さが０ｍｍである場合の８３．１２％となった。このように金属
突起６０の突出する長さを長くすることにより、内周側端部２７の角部３６においても、
電界強度の緩和の効果が確認された。
【００６７】
　図１５（ａ）は、金属板１８を分割しない場合を示した図であり、図１５（ｂ）は、金
属板１８を分割した場合を示した図である。そして、図１５（ｃ）は、金属板１８を分割
しない場合と金属板１８を分割する場合とにおける、角部３６の電界強度の比率を示す図
である。積層基板１３の内周側端部２７における回路板１６の角部３６の電界強度は、図
１５（ａ）の場合を１００％としている。これに対して、図１５（ｂ）の場合は、角部３
６の電界強度は、７２．６４％となった。
【００６８】
　図１５（ａ）の場合、金属板１８の同電位であるので、等電位線は金属板１８の方へ突
き出ることができない。これに対して、図１５（ｂ）の場合、等電位線は分割された金属
板１８の間に突き出ることができる。等電位線が金属板１８の間に突き出る分だけ、角部
３６における等電位線の間隔が疎となる。それゆえ、角部３６における電界強度が緩和さ
れると考えられる。
【００６９】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
可能であることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の
技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００７０】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置および方法における動作の
実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しているのでない限り、任意の順
序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書に関して、便宜上「ま
ず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順序で実施することが必須である
ことを意味するものではない。
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【符号の説明】
【００７１】
１０・・積層基板、１２・・積層基板、１３・・積層基板、１４・・絶縁板、１６・・回
路板、１８・・金属板、１９・・開口、２０・・第１の面、２２・・第２の面、２４・・
外周側端部、２５・・内周側端部、２６・・外周側端部、２７・・内周側端部、２８・・
第１の端部、２９・・第２の端部、３０・・半導体素子、３２・・導電性接着層、３４・
・導電ポスト、３６・・角部、４０・・外部端子、５０・・配線基板、５２・・基部、５
４・・金属層、５６・・外周側端部、５８・・金属層、６０・・金属突起、６６・・外周
側端部、９０・・樹脂、１００・・半導体モジュール、１１０・・半導体モジュール、１
２０・・半導体モジュール、１３０・・半導体モジュール

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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